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加賀市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金
事業実績書個票（チェックリスト）
【バイオマス発電オンサイト自家消費型】

【設置施設名】　〇〇株式会社　○○工場
【基本情報】

	補助対象事業
	事業者向け木質バイオマス発電設備設置事業

	設置費用(A)（消費税等仕入控除税額を控除したものに限る。）
	
	円

	補助金の額
(=A×2/3)
※千円未満切捨て
	
	千円


· 設置費用の分かる資料を添付すること。

【チェックリスト】

	□
	本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力
量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。

	□
	電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。）に基づく固定価格買取制度（以下「FIT」という。）の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

	□
	電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないものであること。

	□
	再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。

	□
	PPAの場合、PPA事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。サービス料金から交付金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

	□
	設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備でないこと。

	□
	法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

	□
	「加賀市地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金 事業実績書」の「１　交付決定日及び交付決定通知番号」内「補助対象事業」欄に2以上の事業が記載される場合は、欄末尾の事業まで完了すること。完了できない場合は、本補助金による、当該設置施設への設置事業に交付した補助金の全てを返還すること。


　このほか、施工前後の写真を添付すること。
